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〈世帯と人口〉世帯：135,465　人口：223,412（男：107,368　女：116,044）　［うち外国人：9,979（男：5,436　女：4,543）］　※平成29年4月1日現在
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〈所在地〉
千駄ヶ谷4-25-14

問出張所は　地域振興課施設係（☎3463-1639 FAX 5458-4906）
 ・地域包括支援センターは
　高齢者福祉課高齢者相談支援係（☎3463-1989 FAX 3463-2873）

平成２９年、民生委員制度は１００周年、児童委員制度は７０周年を迎えました。
民生委員制度の始まりは、大正６年５月に岡山県で発足した「済世顧問制度」に
あります。５月１２日に、岡山県済世顧問制度設置規程が公布されたことにちな
み、この日が「民生委員・児童委員の日」と定められました。

悩みや困ったことがあるときは、ひとりで悩まず、気軽に相談してください。民生委
員・児童委員には守秘義務があるので、相談内容や個人の秘密は必ず守ります。
区域を担当する民生委員・児童委員がわからない場合は、問い合わせてください。

誰もが安心して暮らせるように、地域の住民と区・関係
機関を結ぶパイプ役として活動しています。
区では現在、１９２人（定数１９９人）の民生委員が活動し、うち、１７８人はそれぞれ
担当区域を持ち、区民の相談などを受けています。また、児童委員を兼務し、児童福
祉の向上のために活動しています。ほかの１４人は、児童福祉に関する問題を専門に
担当する主任児童委員です。

・高齢者、障害者、子育て世帯などの福祉に関する相談・支援
・敬老金贈呈や高齢者調査のための７５歳以上の高齢者訪問
・学校・保育園などと連携した、子どものより良い環境づくり

「紡ぎゆく100年　子どもに寄り添う７０年」

　　 千駄ヶ谷・北参道地域包括支援センター
高齢者福祉と介護保険サービスの相談・調整・
手続きを行う地域の総合窓口です。

（担当エリア：千駄ヶ谷、代々木1・2丁目）
▶︎開設時間　月～土曜日　9：00～19：00
※祝・休日（敬老の日を除く）、年末年始を除く
☎3475-1461

2階1階　　 千駄ヶ谷出張所
住民票や戸籍の届け出、税金・保険・年金など
の手続きを受け付けています。 ※取り扱い業
務は事前に区HPなどで確認してください。
▶︎開設時間　月～金曜日　8：30～17：00
※祝・休日、年末年始を除く
☎3402-7377

千駄ヶ谷・北参道地域施設の建替え工事が完了し、千駄ヶ谷出張所と千駄ヶ谷・北参道地域包
括支援センターが入る、新たな施設をオープンします。

5月1日

窓がいっぱいの
明るい施設で、

地域の皆さんが自由に
利用できるスペースも

あります。
気軽に立ち寄って
ください！

千駄ヶ谷北参道施設を
にオープンします

▶︎対象　区内在住の人が代表者で2人以上のグループ
▶︎抽選日　5月22日（月）
※申込方法など詳しくは各施設HPをご覧ください。
７月の河津の見どころ
★河津浜海水浴場・今井浜海水浴場
★河津ブルーベリーの里
　（７月13日開園予定）

抽選申込期限は5月15日（月）です
7月利用分の
区民保養施設

問二の平渋谷荘東京事務所（☎3463-6386 FAX 5489-9781）
　河津さくらの里しぶや東京事務所
　（☎3464-2424 FAX 5489-9781）

民生委員・児童委員は
身近な福祉の相談相手です

問福祉部民生係（☎3463-1846 FAX 5458-4936）

民生委員・児童委員とは

民生委員・児童委員の活動

困ったことがあったら、まず相談を

5月12日は民生委員・児童委員の日

問防災課災害対策推進係（☎3498-9408 FAX 3498-9410）

▶︎対象 本町２～６丁目の木造建築物の所有者
▶︎配布物　次のいずれかを1建築物につき1つ

▶︎申込 申請書類を防災課へ持参・郵送・ファクス 　　　
※案内チラシ・申請書は6月1日から渋谷ヒカリエ
8階防災課で配布（区HPでダウンロード可）

分電盤に
取り付けるタイプ

（地震発生時にすべての
 電源を落とす器具）

コンセントに
取り付けるタイプ

（特定の電源のみを
  落とす器具）

（例） （例）

不燃化特区に指定された地区は、木造住宅が密集している
ため、震災により火災が発生すると大規模な延焼を引き起
こす可能性があります。
地震による停電が復旧した際に発生する通電火災を防ぐた
めには、感震ブレーカーを設置することが有効です。

感震ブレーカーを配布します

二の平渋谷荘
 河津さくらの里しぶや
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例年掲載している記事は、その年によって掲載時期が異なる場合がありますので、ご注意ください。

▶︎応募資格　区内在住の人
▶︎募集名称　「○○○○○○○・地域名」
　　　　　  （例）「美竹の丘・しぶや」「けやきの苑・西原」「あやめの苑・代々木」など
　　　　　　※文字数制限なし
▶︎応募上限　1人3点まで
▶︎応募方法　5月15日（消印有効）までにハガキ・ファクス・メールで（名称案とその意味・理由、

住所、氏名、年齢、電話番号を記入）、〒150-8010（住所不要）渋谷区役所福祉
部福祉施設係へ

※採用された名称の権利は区に帰属するものとし、一部修正する場合があります。
※採用者には記念品を贈呈します。

問福祉部福祉施設係（☎3463-1896 FAX 5458-4936 f-shisetsu@city.shibuya.tokyo.jp）

旧本町東小学校跡地複合施設の
名称を募集します

▶施設完成イメージ

▶︎交付開始日（予定）
特別徴収（給与天引き）の人：５月１１日（木）
普通徴収の人：６月１２日（月）
▶︎申請できる人
・証明書に名前が載る本人
・委任状のある代理人（家族の場合も必要）
▶︎必要なもの　
申請書、身分証明書（免許証、保険証など）、委任状（代理人のみ）
※申請書は区役所仮庁舎第１庁舎２階税務課税務管理係、出張所・区民サー

ビスセンターで配布（区HPでダウンロード可）
▶︎手数料　１通300円
※利用用途により無料になる場合があります。詳しくは問い合わせてください。
▶︎申請場所　区役所仮庁舎第１庁舎２階税務課税務管理係、出張所・区民
サービスセンター
※税未申告の場合や勤務先などから報告書が提出されていない場合は、証

明書が交付できないことがあります。手当などの受給申請や融資、扶養認
定を受けるなどの予定がある人は、申請前に相談してください。

▶︎交付開始日（予定）　６月１２日（月）
※特別徴収の人は、窓口交付の開始日と異なりますので、ご注意ください。
▶︎必要なもの
住民基本台帳カード（税証明交付のサービス利用登録をしており、有効期限
が切れていないもの）、またはマイナンバーカード（カード交付時に利用者証
明用電子証明書の発行を希望したもの）
▶︎手数料　１通250円
※利用用途により交付手数料が無料になる人は、区役所、出張所・区民サー

ビスセンターで申請してください。
問税務課税務管理係（☎3463-1703 FAX 5458-4913）

付加年金は、定額保険料に付加保険料400円（月額）を加算して納めるこ
とで、老齢基礎年金に上乗せして受給できる年金です。
▶︎対象　第１号被保険者、任意加入被保険者
※保険料の納付免除を受けている人、国民年金基金に加入している人を除く
▶︎付加年金額（年額）　200円×付加保険料納付月数を上乗せ
※詳しくは問い合わせてください。
問 国民健康保険課国民年金係（☎ 3463-1797 FAX 5458-4940）
　日本年金機構渋谷年金事務所（☎3462-1241）

▶︎施設概要
 ○所在地　　本町3-46-1
 ○建物規模　地上5階地下１階（延床面積約10,000㎡）
 ○主な施設　高齢者福祉施設
　　　　　　 ・特別養護老人ホーム（100床）
　　　　　　 ・認知症高齢者グループホーム（18人）
　　　　　　 ・ショートステイ（30床）　
　　　　　　 ・デイサービス（定員30人）

29年度（28年中の所得）の特別区民税･
都民税（住民税）課税証明書の交付が
始まります

国民年金　付加年金

熱中症に気をつけましょう

熱中症は真夏だけのことではありません。この時期、急
に気温が高くなると、体温調節の順応が間に合わない
ため、汗をかいていなくても熱中症を起こすことがあり
ます。熱中症予防は今から行いましょう。

・通気性の良い衣服や帽子を着用
・照り返しをさけて日陰を歩く
・外で活動するときは体を冷やすものを用意
・室温計を見て扇風機やエアコンで温度調節
・車の中は特に高温になるので子どもは注意

のどの渇きを感じる前に水分補給

ウオーキングなど軽い運動で体温調節機能を鍛える

めまい・立ちくらみ・手足のしびれ・気分が悪い・頭痛・吐き気などの症状が
あるときは、涼しいところで体を冷やし、水分補給をします。回復しない
時は受診しましょう。

問 地域保健課健康推進係（☎３４６３-２４１２ FAX 5４５８-４９７８）

ポイント

窓口交付

対 処

30年5月開設予定

熱対策１

水分対策2

体力づくり3

納税通知書の裏面に記載された金融機関などで納付してください。
モバイルレジで納めることもできます。
▶︎課税される人
４月１日現在で軽自動車などを所有している個人または法人
※４月２日以降に軽自動車などを廃車にした、または他人に譲った場合も課

税されます。
▶︎対象車両
・オートバイ（原付を含む全車種）
・軽四輪車（６６０cc以下）　
・小型特殊自動車
※納税通知書が届かない場合は、問い合わせてください。
※税制改正に伴い２８年度から税額が変更となっています。詳しくは区HP

をご覧ください。
問 税務課税務管理係（☎ 3463-1704 FAX 5458-4913）

納付期限　5月31日（水）

29年度の軽自動車税の納税通知書を
送付します（5月11日以降）

コンビニ交付 （コンビニのマルチコピー機での交付）

今から
対策

・外で活動するときは体を冷やすものを用意・外で活動するときは体を冷やすものを用意
・室温計を見て扇風機やエアコンで温度調節・室温計を見て扇風機やエアコンで温度調節
・車の中は特に高温になるので子どもは注意・車の中は特に高温になるので子どもは注意

ウオーキングなど軽い運動で体温調節機能を鍛えるウオーキングなど軽い運動で体温調節機能を鍛えるウオーキングなど軽い運動で体温調節機能を鍛えるウオーキングなど軽い運動で体温調節機能を鍛える



しぶや区ニュースは、点字版と声のニュース（カセットテープ）も発行しています。詳しくは広報コミュニケーション課（☎3463-1287）へ問い合わせてください。

4渋 谷 区からのお知らせ平成29年（2017年）5月1日

２９年度児童福祉週間標語

できること  たくさんあるよ  きみのてに

問子ども青少年課子育て給付係（☎3463-2558 FAX 5458-4942）

問子ども青少年課子育て給付係（☎3463-2558 FAX 5458-4942）

▶︎対象 子どもたちに食事と居場所や交流の場を提供する活動
▶︎助成額　年額１０万円（上限）

▶︎対象 子どもたちの居場所づくりや学習支援活動の場を提供する
活動

▶︎助成額　年額５万円（上限）

※いずれも限度額は年間活動予算額の3分の2以内（重複申込不可）
▶︎申込 5月１９日17：00までに申込書を社会福祉協議会へ持参

※申込書は、社会福祉協議会、しぶやボランティアセンター
で配布（渋谷区社会福祉協議会HPでダウンロード可）

※詳しくは問い合わせてください。
問社会福祉協議会（☎5457-2200 FAX 3476-4904）

問文化振興課交流推進係（☎3463-1142 FAX 3464-3406）

渋谷区と交流のある鹿児島市と一緒
に開催するお祭りです。おはら節や
渋谷音頭にあわせて、６４の団体が
踊りパレードを行います。

種 類 支 給 要 件 手 当・助 成 の 内 容 所 得 の 目 安（ 年 間 ）

児童扶養手当

右のいずれかに該当する児童（18歳になった
最初の3月31日まで）を養育している人

（児童に中度以上の障害がある場合は20歳
未満まで）

・父母が離婚した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が重度の障害を有する児童
・父または母が生死不明である児童
・父または母に1年以上遺棄されている児童
・父または母が裁判所からのＤＶ保護命令

を受けている児童
・父または母が法令により1年以上拘禁さ

れている児童
・婚姻によらないで生まれ、父または母

と生計を同じくしていない児童

・児童1人の場合42,290円～9,980円
・児童２人の場合

9,990円～5,000円加算
・児童３人以降１人につき

5,990円～3,000円加算
※所得によって手当額が変動します。

・申請者
 192万円未満
・扶養義務者（同居親族）
 236万円未満

児童育成手当 右のいずれかに該当する児童（18歳になった
最初の3月31日まで）を養育している人 児童１人につき13,500円  申請者

 360万4,000円未満

ひとり親家庭等
医療費助成制度

右のいずれかに該当する児童（18歳になった
最初の3月31日まで）を養育している人

（児童に中度以上の障害がある場合は20歳
未満まで）

保険内診療治療費の自己負担分が３割
から１割になります。

（特別区民税・都民税が非課税世帯の
  場合は自己負担なし）

・申請者
 192万円未満
・扶養義務者（同居親族）
 236万円未満

 ①子ども食堂活動助成

 ②居場所づくり・学習支援活動助成

●児童扶養手当

●特別児童扶養手当

ひとり親の手当・医療費助成

※詳しくは渋谷・鹿児島おはら祭実行委員会HPまたは電話で
  （☎3373-7381）

ひとり親になった、または所得が下がったことなどにより、以下の支給要件に該当する場合、手当・助成
を受けられます（申請が必要）。申請に必要なものや所得制限などは、問い合わせてください。

内 容 日 時 会 場

本まつり
（踊りパレード） 5月21日（日） 12:50～16:10 道玄坂、文化村通り

さつまの物産展
5月20日（土）

11:00～18:00
東急百貨店
渋谷・本店前5月21日（日）

渋谷・鹿児島
観光案内

5月20日（土） 10:00～17:00
ハチ公前広場

5月21日（日） 10:00～16:00

第20回

Ohara Festival 2017Ohara Festival 2017
Shibuya Kagoshima
20回記念

※変更後の金額は、対象者へ送付した「手当額改定（増額）のお知らせ」で
確認してください。

児童扶養手当・特別児童扶養手当の
額を変更しました
物価変動に伴い、手当額を４月分から変更しました。

変更後の手当額 全部支給　42,290円
一部支給　42,280円～9,980円

第２子 全部支給　9,990円
一部支給　9,980円～5,000円加算

第３子以降１人につき 全部支給　5,990円
一部支給　5,980円～3,000円加算

変更後の手当額 一級認定　51,450円
二級認定　34,270円

子どもテーブル活動を行う団体に活動費の助成を行います。

子どもテーブル活動助成が
始まります

子ども家庭支援センターは、１８歳未満の子どもと家庭に関する総合
相談を行なっています。専門知識を持った相談員が、育児や家庭の悩
みのほか、近隣などの気になる子どもの相談にも応じています。身近
で心配な子どもを見かけたときは、ためらわずに相談してください。

5月5～11日は児童福祉週間

問子ども家庭支援センター（☎3405-9673 FAX 3405-9666）

子どもたちが生命を大切にし、人間性豊かにたくましく成長す
るためには、愛情のある幸福な環境が必要です。
区では、社会問題となっている子どもの人権侵害（虐待、体
罰、いじめなど）の解決に向けて、関係機関、学校や保育園、地
域の三者が連携を強化して、早期発見・対応に努めています。

・児童は、人として尊ばれる
・児童は、社会の一員として重んぜられる
・児童は、よい環境の中で育てられる

児童憲章

月～金曜日（祝・休日を除く） ９：００～１７：００
0120-135-415相談専用フリーダイヤル



渋谷区コミュニティバス

5 渋谷 区からのお知らせ 平成29年（2017年）5月1日

▶︎募集住宅
家族向、単身者向、世帯向（一般募集住宅）、
定期使用（若年ファミリ－向・多子世帯向）、
若年ファミリ－向
▶︎募集案内・申込書
５月８～１６日に区役所仮庁舎第1庁舎１階住民戸籍
課・２階福祉部住宅係、出張所・区民サ－ビスセンタ－
で配布（東京都住宅供給公社HPでダウンロード可）
▶︎申込 ５月１９日（必着）までに申込書を郵送
問福祉部住宅係（☎ 3463-1848 FAX 5458-4947）
　東京都住宅供給公社都営住宅募集センタ－
　（☎ 3498-8894
　※5月8～19日は☎ 0570-010-810）

都営住宅の入居者募集

伝統芸能プログラム（7月～30年2月）

※出演者、講師などの都合により内容などが変更となる
場合があります。

内 容 日 時
初心者稽古 8月13日（日）

10：00～12：00
全体稽古開始日 8月20日（日）

稽古日 8月27日、9月3・10・17・
24日、10月1日（日）

リハーサル 10月2日（月） 18:30～20:30

本公演（1公演） 10月4日（水） 未定

カブキ体験プログラム（8～10月）

内 容 日 時
開講式 7月30日（日） 10：00～11：30

提携公演鑑賞 8月19日（土） 13：00開演

公開講座
「古典の日」演芸鑑賞 11月1日（水） 19：00開演

学習プログラム①
「伝統のからだ」

30年
1月21日（日） ジュニア=15:15～16:45

（①は初心者、②は経験者）
シニア=17:30～19:00学習プログラム②

「伝統のからだ」 1月28日（日）

公開講座
「日本舞踊」鑑賞 2月3日（土） 14：00開演

学習プログラム③
「伝統の音楽」 2月11日（祝） ジュニア=15:15～16:45

（③は初心者、④は経験者）
シニア=17:30～19:00学習プログラム④

「伝統の音楽」 2月18日（日）

修了式 2月25日（日） 10：00～11：30

丘を越えてルート（上原・富ヶ谷ルート）
日 時 休止するバス停

5月21日（日）12：00～17：00 「 18 富ヶ谷一丁目」「 19 神山」「 20 東急百貨店本店前」
※公園通りにある京王バスの「渋谷区役所」バス停に停車します。

神宮の杜（もり）ルート（神宮前・千駄ヶ谷ルート）
日 時 休止するバス停

５月14日（日）11：30～16：00 「 16・34 渋谷神宮前郵便局」「 17・33 神宮前二丁目」

▶昨年のカブキ踊り「渋谷金王丸伝説」
▶︎場所　文化総合センター大和田
▶︎講師　監修＝市川染五郎氏、プロデュース＝鈴木英一氏、実技指導＝松本幸龍氏ほか
▶︎対象　区内在住・在勤・在学で、右記の両プログラムに参加できる人（伝統芸能プログラムの

みの参加可）
※本公演に出演希望の人は、リハーサル・本公演日にほかの予定がないことが条件

▶︎定員　ジュニアクラス（小中学生）=60人程度、シニアクラス（高校生以上）=40人程度
※経験不問、書類審査あり

▶︎費用　本公演に出演希望で衣装を持っていない人は、着物代1万円と帯代1,000円が必要（開
講式終了後、衣装採寸あり） ※稽古で使用する浴衣（または和服）、白足袋は各自で用意

▶︎申込　5月26日（必着）までに申込用紙を、〒150-0031桜丘町23-21文化総合センター
大和田3階ホール事務室へ郵送・持参 ※申込用紙は文化総合センター大和田で配布

（文化総合センター大和田HPでダウンロード可）
問 文化総合センター大和田ホール事務室（☎ 3464-3251 FAX 3464-3289）

今年も「伝承ホール寺
子屋」が開講します。
1年を通じてさまざま
な伝統芸能を学べる、
体験型学習プログラム
です。唄う、舞う、踊る、
描く、笑う…。ジュニア
とシ ニア が 一 緒 に楽
しく日 本 の 文 化 を 学
びます。

染五郞さんと渋谷でカブかん
今年はさくらホールでカブいてみよう
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問土木清掃部交通政策主査（☎3463-1854 FAX 5458-4908）

バス停 一時休止のお知らせ イベント開催に伴う交通規制

本町・笹塚循環　春の小川ルート
日 時 休止するバス停

5月14日（日）8：00～9：45、15：45～16：30 「  8-2・32-3 ケアコミュニティ・せせらぎ」

※詳しくはバス停、バス車内の案内をご覧ください。

2017伝承ホール寺子屋




